
原子力事業者による放射性防護資機材等の支援体制

 原子力事業者は、放射線防護資機材を各原子力事業者で支援をするため、「原子力災害発生時に
おける事業者間協力協定」を締結。

 原子力災害発災後の避難・一時移転等において、放射線防護資機材等が不足する場合、原子力事
業者は、保有する資源（要員・資機材等）を最大限供給し支援する。

資機材 数量

ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ（GM管） 360台

全面ﾏｽｸ 1,000個

ﾀｲﾍﾞｯｸｽｰﾂ 30,000着

原子力災害発生時における事業者間協力協定（平成12年6月16日）

【協定事業者】

北海道電力、東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力、関西電力、
中国電力、四国電力、九州電力、日本原子力発電、電源開発、日本原燃

【目的】

原子力災害時における原子力事業者間協力の円滑な実施を図り、
原子力災害の拡大防止および早期復旧の一翼を担うことを目的とする。

【協力活動の範囲】
原子力災害時の周辺地域の環境放射線モニタリングおよび周辺区域の汚染検査・汚染除去
に関する事項について、協力要員の派遣・資機材の貸与その他の措置 等

ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ（GM管） ﾀｲﾍﾞｯｸｽｰﾂ

主な備蓄資機材

全面ﾏｽｸ
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島根県関係市町における行政備蓄

関係市町の生活物資の備蓄状況

ｱﾙﾌｧ米等（食） 飲料水（ﾘｯﾄﾙ） 毛布（枚） 簡易ﾄｲﾚ（個） 非常用燃料（個）

※上記物資備蓄数は概数。また、上記の他に、関係市町では食料、飲料水、常備薬、炊き出し用具、毛布等避難生活に必要な物資等を準備している。

 緊急時に備え、関係市町では、食料及び生活物資等の備蓄を実施。備蓄物資が不足する場合に備
え、島根県は「災害時における物資の供給等に関する協定」を民間企業と締結。

 放射線防護対策施設においては、XXX名が生活できる食料及び生活物資等4日分を備蓄（中国電力
が支援）。

災害時における物資の供給等に関する協定の締結状況

協定名 内容 締結民間企業等

災害時における応急
生活物資の供給協力
に関する協定

災害発生時における応急生活物
資の供給

（株）ﾛｰｿﾝ、（株）ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ

大規模災害時の支援
活動等に関する協定

大規模災害時において、緊急通
行車両への優先給油及び被災者
や帰宅困難者等への情報提供等

島根県石油商業組合

緊急・救援物資等輸
送に関する協定

災害発生時における緊急・救援物
資等輸送

（公社）島根県ﾄﾗｯｸ協会 58



 PAZからの避難住民約人の受入れ時には、鹿児島市の備蓄のほか、島根県○○、日本赤十字社島根県支部に備
蓄された物資（食料等の生活用品）等を、島根県ﾄﾗｯｸ協会等の協力を得て、避難施設に搬送する。

 島根県及び関係市町が備蓄している物資が不足する場合、島根県及び関係市町から、原子力災害対策本部に対
し物資調達の要請を行う。

PAZ圏内避難時の物資備蓄・供給体制

県○○備蓄
・乾ﾊﾟﾝ： 食
・防災ｷｯﾄ（食料、携帯ﾄｲﾚ、
保温具等）： 個

・毛布： 枚
・大人用紙おむつ： 枚 等

日本赤十字社島根県支部備蓄
・緊急ｾｯﾄ（携帯ﾗｼﾞｵ、懐中電灯等）：XXXXXX個
・毛布：XXXXX枚
・見舞い品ｾｯﾄ（ﾀｵﾙ、肌着等）XXXXX枚 等

PAZ

UPZ

鹿児島市備蓄
・ｱﾙﾌｧ米、乾ﾊﾟﾝ等：17,300食
・毛布：3,700枚
・ﾀｵﾙｹｯﾄ：2,100枚
・粉ﾐﾙｸ：300個 等

避難施設
避難受入
人数（人）

合 計

PAZ住民避難先

（※）物資備蓄数は概数 59



（※）一時集結拠点は、放射線防護資機材
の一時集結拠点と同じ場所に設置

物資集積拠点・一時集結拠点

PAZ

UPZ

一時集結拠点

一時集結拠点

一時集結拠点

物資集積拠点

物資集積拠点
（出雲空港周辺の施設）
・避難・屋内退避住民に対する

政府の供給食料・物資の集積
・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等による食糧・物
資の集積

・ｵﾌｻｲﾄ対応で必要となる放射
線防護資機材

・追加で必要となる緊急時ﾓﾆﾀﾘ
ﾝｸﾞ資機材及び放射線防護
資機材 等

一時集結拠点
（原子力災害対策重点区域外の
X拠点）
・避難・屋内退避住民への食糧

・物資の供給
・緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ資機材及び

放射線防護資機材の供給
・地域住民のﾆｰｽﾞ等を踏まえた

物資供給に関する各種要請

 物資供給の迅速性を高めるため、国からの物資を集積する物資集積拠点を設定。物資集積拠点で、
地域のﾆｰｽﾞ等を踏まえて必要な食糧や物資を分別し、Xヶ所の一時集結拠点に輸送。

 一時集結拠点では、物資集積拠点から搬送された物資をもとに、地域住民の状況を踏まえて物資を
供給。あわせて、地域住民のﾆｰｽﾞ等を踏まえた物資供給に関する各種要請を行う。

 物資集積拠点・一時集結拠点は、防災業務関係者への災害関係情報の提供拠点としても活用。

避難先

避難先

避難先
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物資関係省庁

関係業界団体等

民間企業

ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ

(島根県原子力防災ｾﾝﾀｰ)

原子力災害対策本部

（首相官邸）

島根県災害対策本部

関係市町災害対策本部

地方公共団体
による行政備蓄

一時集結拠点

物資集積拠点

避難先屋内退避施設 屋内退避施設等
PAZ圏内

UPZ圏内 UPZ圏外

国による物資（食料等の生活用品等）の供給体制

調達要請 回答

調達要請

回答

要請を伝達

対応状況の報告

調整

要請を伝達
物資調達の要請

総務省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省

調達・供給
の調整

ﾄﾗｯｸ会社・民間企業

 島根県及び関係市町が備蓄している物資が不足する場合、島根県及び関係市町から、原子力災害
対策本部に対し物資調達の要請を行う。

 要請を受けた原子力災害対策本部は、物資関係省庁（総務省、厚生労働省、農林水産省、経済産
業省）に対しこの要請を伝達し、各物資関係省庁は所管する関係業界団体等に調達要請を実施し、
物資集積拠点への物資搬送を行う。
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